
主婦 の職業活動 とその子供 の

保 育 につ い て 。

藤～ 木 光 夫

職業婦人の増加

最近 にお ける婦 人の就職状 態をみ ると,昭 和30年 に492万 人であ った ものが,昭 和42年

には1032万 人 とな って,約10年 間に2倍 以 ヒになった。 これを全就職者(男 女 をあわせた)

についてみ ると,婦 人 の就職率 は,昭 和30年 の29.1°oか ら昭和42年 には33°oに 上 昇 してい

る。 また昭和30年 か ら昭和40年 にか けての,全 就職者 の伸び率をみ る と,男 子の59,5%増

に対 し,婦 人の場 合は77.4°0と,男fをL回 っている。 この ように,婦 人 の就職率の上昇

した原因をみ ると,戦 後 のめざ ましい婦人教育 のli%.FI及に伴い,男 女の能 力差がな くな り,

婦 人の職域が広 くなった こと,婦 人に適 した職種 が増加 した こと,若 年労 働者 の不足,人

件費が安い こと,パ ー トタイマー制 の増 加 したい ことな どがかん がえ られ る。

婦人就職者 の種類 別

婦人就職者 の年 令別 をみ ると第1表 の通 りで,

第1表

年 別1言 ㌧ 一2・才12・ 才 一29才3・ 才 一39才14・ 才 一49才[5・ 才 一

昭和35剰1・d 25.3 40.3 16.3 11.3 6.8

//40年 100 19.7 39.2 17.6 14.2 9.3

20才 未 満の ものが減少 し,30才 以上 の ものが増加 してい る。

っぎに これを,末 婚,既 婚者 別 にみ ると第2表 の通 りで

第2表

年 別{

昭 和30年1

昭 和35年1

昭 和40年

計 未 婚 者

10064.6

10062.4

100S4.1

既 婚 剤

Zi.a

25.0

34.3

そ の 他

14.4

12.6

11.6

未 婚者の就職 が減少 し既 婚者 の就職率 が増加 してい る。

さ らにその就職理 由に ついてみ る と第3表 の通 りで

第3表 女 子パ ー ト タ イ マ ー の 実 情 調 査 労働省(複 数回答方式)

配偶
_関 係

未

既

理由別

た め

女昏32.4115.258.0

硲 　巨9:訓51.922.5

蔭葎雛 囎 買霧 子ども雛 舗蓼筆纈
にするがあるの学資 貯 金 一 費用

一231励41.753.・

35.818.515.910.6123.4
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一
a;の職 業活動 とその 子供 の保育 につ いて

未 婚者 では,買 いた い ものがあ るか ら,こ づか いを得 るた め,旅 行 や レ ジャーの費用 を

得 るた め,結 婚 費 用をつ くるため,生 活 費を得 るため,家 に こもって いた くない ため等 の

順 にな って お り,既 婚 者では,生 活難 のた しにす るたy),1二 ど もの学 資 をつ くるため,こ

づか いが ほ しいた め ,買 いたい ものが あ るたy),内 職 よ り収 入が よいたy),家 に こもって

いた くないた め,生 活費 を得 るた め等 の順 にな って お り,未 婚 者 において は,こ づ かい,

レジ ャー,結 婚費 用を つ くる等 が上位 をliiめ てお り,既 婚者 におい ては,生 活 費のた しに

す る,1二 ど もの学 資を つ くる,買 いた い もの があ るな どが主 もな理.由に あげ られ てい る。

つぎに,家 に こ もってい た くない とい う理 由が,ノk婚 者 よ りも,既 婚 者 の方 に多 いの は,

考え させ られ る ことで あ る。 一応 以上 か らみ ると,未 婚者 では結婚 費用 を得 るための ほか

は,お もに レ ジャーを楽 しむ ため に働 くのが ノくきな 目標 であ り,既 婚 者 におい ては,家 庭

生 活を 支え るため と,」 など もの教育 につい てのマ畳1:心が に じみ でて い る。

i{婦 の就職 とrど もの保育

消費生 活の 高度化 と,物 価 の高騰,進 学率 の一ヒ昇 な ど,家 庭 にお ける経済 的負担 の急 増

は,i三 婦 の就職 意欲 を たか め るよ うに な った,こ れが,最 近 労 働者 の 不足 に あ えいで

い る産 業界 の要望 と合致 し,i三 婦 の就職率 をたか め る原 因 にな った もの と思 われ る。 主 婦

の就職 理 山の うちで,家 庭 に こ もってい た くな い とい うのが割f-1多 いが,こ れ は戦後 女 」二

教育が著 し く発展 した結果 によ る もので,高 度 の 専門知識 を イ了す る婦 人が,経 済的 な理 山

だ けでな く,男 性 と同等 に裡会活 動 に参加 し,専 門の職 業を もち,文 化 の発展 に努 力 しよ

うとす るのは当然 の ことで あ り,大 い に歓迎 しなければ な らな い。 た だ ここで澗題 とな る

の は,幼 ない1∴ど ものあ る主 婦 の場 合,」 二ど もの保育 について 考え る必 要が あ る。fど も

の 人格 形成 に最 も必 要と されて いる,母 親の愛 と保護を ど う して ケえ るか とい うこ とであ

る。

k婦 の就職 と家庭 生活,と くに年 少 のJ'ど もの保育 とい う ことに ついて,個 人は もちろ

ん ・}1:1-JJ,地 ソ∫公共 団体,囚,な どが よ く考えな ければ な らない。 そ こで就職 して いる ヒ

婦 は,そ の1二ど もの保育 を ど うしてい るか,こ の ことについて,労 働省 の行 な った,女 」ニ

パ ー トタイマー の調査を 見 る と,次 の よ うな結 果が でてい る。

表4 小 学 生 の 保 育

蟷 暴 放課後は[放 課後句 一 放 課 後 の 保 創 犬 況 不 明

4!あ ㌦ 計 家 方突駅 鵜 獣 その他1不 明llO.3

100.a}5.3脚84.4100・Ol41.8・13・50・637・8i6.00・3'

表5 学 令 前 の 子 ど も の 保 育 状 況

讐 鐸 あ幽 園 保轡 族 近刃〒の人灘 て1その他 不 明
　 コ

100・Ol21・429・4

I

I40
.1・.7;・ ・215・312.9

この表 のよ うに,小 学生 において は,だ れ もみて いない ものが37.8%,近 所 の人 がみて

くれてい る とい うのが13.5%計51.3°oあ りこ うした・1＼学 生が,放 課 後,家 族が帰宅 す るま

でいわゆ る 「鍵 っJ一 とい う状 態で放任 され てい る。 つい で学 令前 の1孔ど もに つい てみ る

と,幼 稚園,保 育所 で保育 されてい る もの が50.8%と な ってい るが,幼 稚 園の放課 後 と保
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主婦のi活 動 とその子供 の保育 について

育所の土曜日の午後における保育について問題が生 じて くる。

保育所とその運営について,

保育所は,第 二次大戦前までは託児所 といっており,お もに婦人の労働を助けるために

設けられた施設であった。 この託児所の由来をみ ると,1890年 赤沢鐘美氏(新 潟県人)が,

新潟市東湊町に漢学塾(静 修学校)を 開設 して,青 少年を訓育 していたが,塾 生のなかで

貧 しい家庭の予どもで,幼 児を背負 って くるのが多いので,赤 沢夫婦はその幼児を別室で

保護 した。 このような,子 守学校(明 治のはじめからはじまり,と くに明治の後期にさか

ん となった。 その代表的なものとしては,群 馬県の私立樹徳 子守学校があ り,明 治35年 か

ら昭和初期まで子守に簡易な小学校教育や,乳 幼児の扱い方などを教えていた。)が 託児

所 となったが,昭 和22年 児童福祉法によって,保 育所が設置されるようになった。 この保

育所は知事の認可を受け,日 々保護者の委託を受 けて,保 育に欠ける乳幼児またはとくに

必要があるときは,低 学年児童などの保育を目的として設 けられたもので,市 町村長は,

保護者の労働または病気などの理由で,保 育に欠 ける児童があるときは,保 育所 に入所 さ

せなければならない,も し保育所のない ときは,こ れにかわって適切な保護をしなければ

な らないことになっている

厚生省の調査によると,昭 和42年3月1日 現在における保育所数は次の通 りで

表6 設置者別保育所数、定員、入所児童数

総

公

私

数

立

:L
1/

保 育 所 数

11,701

7,228

4,473

定 員 数

929,080

入 所 児 童 数

580,325

348,755

:・:・:

529,722

337,176

(昭和42年3月 厚生省児童、家庭局調査)

入所児 童数が定員 を下 まってい るよ うにみえ るが,必 要な地域 に適 当に配 置 されて いるか

ど うか とい う ことを考えね ばな らない。 近 項の よ うに,住 宅が都市 の 巾心部 か ら遠 くな る

と,保 育所 の配 置問題 が お こって くる。 また都 心か ら離 れ た地域 の保育所 では,育 児の健

康診 断や診療,健 康観 察 などが十分 に行 うこ とが で きるか ど うか,一 方職 場が遠 いため,

保護者 が仕事 をおわ って,保 育所 に子 ど もを迎 えに くるのが おそ くな るために,保 育所 の

職員 の勤務時 間がなが くなるな どの問題 がお こつて くる。保育所 の職員 のなか に も,子 ど

ものあ る者が あるか ら,保 育 時間が長 くな ると,二 部制 勤務 が必 要 とな り,職 員 の増 員 と

い うことも考 えな ければ な らな くな って くる。 こうした問題 について,公 の機関 と民 間の

協力 に よ って解 決 した例があ る。

例1

大 阪府 東大阪i[∫北 蛇草 保育所 の1地 域 に約900世 帯(3200人)が あ るが,住 民 のほ とん

どの ものが低収入 で,30%の ものが生活保護 を うけてい るが,こ の地域 の ものは,生 活 の

ため に,母 親が 内職 した り,働 きに出な ければな らないの で,そ の 子ど もは誰れ に もか ま

って もらえず放任 の状 態 におか れて いたので,か ね てか ら,住 民 のあい だで母親 が安 心 し

て働 くため に,」 乙ど もを預か って くれ る施 設の設 置が要望 されて いたが,な かなか実現 の

は こびに至 らなか ったの でついに地 域運 動に まで発展 した,一 方 市 当局 において も調査 研
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セ婦 の職 業活動 とその 子供0)保 育 について

究 をか さねた結 果,昭 和42年1月,1歳 末満 か ら学 て}まで のrど もた ちを対 象 とす る保育

所 を設置 した。 しか し さて開 設 してみ ると,保 育所 の保育 時間が午前9時 か ら午後5時 ま

でで,実 際 に働 く母親 に とっては十分 といえなか った。 それ は午後5時 にな って も,什 事

の関係 でfど もを,保 育所 に 迎 えに行 くことがで きない ものが多 く,た め に,保 母 た ち

は,母 親が迎 えに くるまで,勤 務 しな ければ な らない し,母 親は保育蒔 闇を 考える と,落

ち着 いて仕 事が で きない とい う不都 合が生 じて きたの で,長 時 間保育 の必要 にせ ま られ,

昭和41年8月 か らFこll親た ちの願 いが入 れ られて,保 育時間が 午後7時 まで延 長 され るよ う

にな った。

こう した保育時 間の延 長 は保母 の大 きな負担 とな った ので,保 母 と母親 の話 しあい の結

果保 母 も働 く女性 であ り,働 く女性 とい うことで は,預 け る方 も預 か る方 も同 じで,保 母

の犠牲 にたよ るだ けでは,不 合理 であ る とい うことか ら,保 二母 と母親が]三を取 りあ って,

市 と交渉 して,昭 和43年4月 か ら,保 母 の二 交代制勤務 が実施 され るよ うにな り,保 母 は

午前8時 か ら午後2時 までの組 と午後1時 か ら午後7時30分 まで の組 の2部 制(土 曜 日 も

同 じ)に な り,120名 の保育 児に対 して32名 の正規 の保 母 と別 に補欠 として数 名のアルバ

イ トの保 母がおかれ てお り,そ の規模 ノ∫式 とも,全 国で もっと も優 れ た もの といわれてい

る。 また その保育 の内容をみ る と,保 育料 の保護者負担額 も低 く,保 育 児の3分 の2がd、

7」保護iit帯 なので無 料,そ の他 の もの も3歳 未満 児は 月600円,3歳1'J,LのJ'一 ど もは 月

400円 と定 め られてお り,委 託 家庭 の収入 に対 して,無 理の ない額が定 め られて いる。f

ど もの給食 は昼 とタノ1の2食,お や つ も午前 と午 後の2回 与え られ るこ とにな ってお り,

了・ど もの健康 保全 のため に,刀1回 の健康 診断 も行 われ,費 用は 市が負担 してい る。 この

ような施策の成果 として,保 育所 開所 当時,保 育児 の3分 の21./,上 もあ った,栄 養失調 児

が ほ とん どな くな った といわ れてい る,そ して こう した保育 に刻 して 市の 支出 した経 費は

年 間約2000万 円であ るc

しか しこの保育所 に もな おい くつ もの闇題 があ った,そ の1つ は午後勤務 の保 母の場 合

は,帰 宅 す るのが夜の9時,10時 にな る ことが多 いので,強 度 の精神II勺,肉 体li勺疲労 にお

ちる ことであ る。 また保 母は週1回 夜間 に保育児 の 家庭 を 訪 悶 して,」 先どもの 母親た ち

と,保 育 に関す る話 しあい を してい るが,こ れはふ だん,自 分 の 子ど もと接す る時問 の少

ない母 親た ちに大 きな関心 を もたれてお り期 待 されて い るので,時 間がかか り,そ れが ま

た保母 の過労 の原因 とな ってい る。 そ こで よ り効 果的 な仕 事をす るため には,保1こ1:の増 眞

が必 要 とな る。 その ほか保育児童 のなか には,母 親が迎 えに きた ときには,保 育所 であた

え られた軽 い夕食を食べ ただ けで眠 って しま ってお り(11時 問保育 のfど ももあ る),一

家団 らん の楽 しみを味 うことの で きない小 ど もた ちもあるので,こ れが対策 に1キ心 してい

る とい う。

例2

これ は例1の 場 合 とちが って,経 済 的 には困 っていな いが,職 業を もってい る 母が,保

育所 に あづ けてい るrど もが病 気にかか つた とき,安 心 して働 くことがで きるよ うに病児

保育室 を設 けた例 であ る。

大阪府 枚方市香里 園団地保 育所 の父母 た ちが,小 児科医師 の援助 の もとにつ くつた もの

で,病 児 の保育 のため に,公 立 の病児 保育 室 をつ くつた のは,全 国 で もは じめて の もの と

いわ れてい る。 この病児保育室 は,保 育所 の近 くにあ る(歩 いて7,8分),同 市医師会

所 属の診療所 に設 け られて お り,」 二ど もが病気 にかか った ときは,親 が直接病 児を あづ け
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セ婦の職 業活動とその子供 の保育について

に行 くことにな ってい る。 この診療所 に は小 児科,眼 科,耳 鼻科 などがあ り,親 た ちは安

心 して病児 をあづ ける ことが で き,感 謝 され てい る。 この団地 保育所 は,共 働 き家庭の乳

幼 児,120人 が収容 されてい るが,ま え は,職 員室 の一 隅にベ ッ トが1台 あ っただ けで,

予ど もが病気 にな る と,職 場 の両親 に連絡 して,家 庭 にひ きとって もらい,家 族 に看病 さ

す ように していたが,こ この保育 児の 母親た ちの職 業 は,教 師,大 学講 師,看 護婦,医 師

弁 護士,会 社 員な どで専門職が多 く,休 暇 が と りに く く,病 児 の看病 と職業 のいたば さみ

にな って,苦 しん だ経験 者 も多 く,な か には,子 ど もの看 病 のために欠勤 したため,職 場

を失 った母親 もあったので,20歳 か ら30歳 代 の若 い父親 た ちが率先 して,病 児保 育室 の設

置 運動 を行 い,そ のため に体験 記の作成,街 頭 署名運 動,は ては子 どもを抱 いて,市 の関

係者 の 自宅 に押 しか けて陳 じ ょうす るな ど,交 渉 をか さねた結果 つい に,こ う した人 々の

熱意が 市を動か し,今 日の成果 をお さめ ることが で きたので あ る。 しか しここに も幾多 の

問題が残 されて いる。 その1つ は,rど もの かか りやすい麻疹 や水 痘 などの伝染性の病気

が発生 した とき ここには,隔 離 室が ないので収容す ることが で きない ことであ る。

以上述 べた2例 は,保 育 に関 して熱心 な人々 の地域 活動が結 実 した成果 と して,新 聞紙

Lに もとりあげ られた ものであ るが,わ が国 におけ る多 くの保育所が,こ の例 にほど遠い

ものであ る ことを思 う と,悲 しみ にたえな い。

次 に前 に示 した表5に ある,厚 生省児 童家庭局 の調査表 に よると,全 国の保育所の 入所

児童数 が,定 員を割 って いるが,厚 生 白書 に も述べ てい るよ うに,保 育所 の適正配 置 とい

う ことを 考えねばな らない。 保育所 の所 在地が遠 いため,子 ど もの朝 夕の送 り迎 え に時間

がかか るた め,」 ㌃ど もをあづ けた くて も利用 で きない もの もあ る。 また,1歳 未 満の乳児

の場 合は ど この保育所 で もあつか って くれ る とは限 らず,利 用範 囲がせ ま くな り,働 く母

親 の大 きな悩 み にな ってい ろ。
r
j乙ど もを抱 えて働 いてい る,母 親 た ちが その子 ど もの保 育を どの ように してい るか につ

いて,兵 庫県尼 崎市 の調査 をみ る とつ ぎのよ うにな ってい る。

1市 内の保 育所 数市 立31,私 立6,で その収 容定員 は両 者 あわせ て,2070余 人で あ る

が,各 保育所 は満員 で,入 所 を希望 して いる ものが まだ560人 あま りい る。

2会 社 などが従 業員 のため に開設 してい る もの と,有 志が共 同で設 けてい る無認 可保

育所 が3ケ 所 あ る。 また 主 婦 た ちが アルバ イ トで,近 所 の子 ど もを2,3人 ぐ らいつつ

預 ってい る ものが36ケ 所(300人 余 の乳幼 児)ほ どあ るが,こ れは判明 した ものだけで,

完 全 に調 査がで きないので,実 際 の数 は さ らに多 い もの と考 え られ る とい って いる。 この

ような無認 可保育所 が多いの は,1歳 未満 の乳児 を預 る保育所 が少い こと,保 育所 の収 容

能力 が少 い こと,保 育所 に遠 い こと,土 曜 日は保育所 の勤務 時間が午前 中で あるか ら,午

後の 保育 を欠 くことな どが,お もな理 由にな ってい る。

尼崎市 におい ては,公 私立37ケ 所 の保 育所 にお ける,1歳 未 満児 の収 容能力 は全保 育所

をあ わせ て,わ ず かに33人 で とて も要求 に応 じる ことがで きないの で,乳 児を抱 えて働 い

てい る母 親た ちは,や むを えず,近 所 の人 に 〕二ど もを預 けて,働 た らきにでてい る状態

で,完 全 な乳児収容施 設が1日 も早 く設 け られ る ことを望ん でい る。 そ こで市 において も

昭和45年 度 中に,各 支所管 内の交 通 の便 の よい保育 所を1つ づつえ らんで1歳 未 満児専用

の保育所 を併設す る計画 をたててい るが施 設の充実 と技術者 の問題 に悩 んで いる。

子 ど もの教育(と くに家庭教 育)と い うことを考 え る と,乳 幼児 を もつ 母親 が,家 庭 を

はなれ て働 きに出る ことはだれ もこの まない だろ うが,現 在 の生活 のため に働 た らかな け
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ればな らない母 親が多 い実情 で ある。 むか しは 女性(と くに 母親)の 職場 とい うものが限

られ その門 もせ まか ったが,最 近 わが国で は若 年労働 者 が極 度 に不足 して需 要を満た す こ

とがで きな くな って きてい る うえ に,産 業,経 済,の 目ざま しい 発展 は さ らに 多 くの労 働

力を必 要 と しその打開 策 として,労 働年 て}0)引 きあげ と婦 ノ＼の労 働 ノJに頼 よ らざるを得な

くな って きた もの とい える。 産業施 設 の改 善や機 械力 の投 入 はあ る程 度人間 の労 働 力を補

い能率 を高 め るこ とがで きるが,そ れ に して も,最 少限 の必要人 員を確 保 しな けれ ば 匡1僕

経 営 は成 立 しない,現 に必要 人員が あれ ば,経 済 的 に運営 可能 な 餐業 が,労 働 力(者)を

得 られ ないた め に経営が 行 きづ ま り,い はゆ る黒 字到産 を した とい う例 もある,猫 の手で

も借 りたい とい う こうした職 場で は,婦 人の労働 力を求 め るよ うにな り,ま た婦人 の働 き

よい 条件(パ ー トタイム)を 提 示 してい るので,自 然 と婦 人の就職 率が増 加す る ようにな っ

た。 または じめはパ ー トタイム制 で働い ていた ものが,全 日勤務 す る とそ の収 入が倍 加す

るの で,自 然 と終 日勤務 にな るケ ースが多 くな り,」 ーど もの保育 の周題 が お こって くる・

いつ れに して も婦 人が働 くことは1つ の時流 でい まにわか に これを抑1ヒす る ことはむ つか

しい。

一家 の主 人だ けの収入 で生 活が で きれ ば母親 の就職 問題 は幾分 か緩 和 され るか もしれな

いが,家 庭生 活の高度 化 と,消 費物 資 の高 騰 は婦 人の労働 意欲 を抑 える こ とが で きないだ

ろうか ら,保 育所 の増 設 と改善 は今後 ます ます 大 きな 社会 問題 とな るであ ろ う。
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